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「電子申請・届出システム」の機能の追加・改善（令和６年 10 月版）について（周知依頼） 

 

 

 介護保険行政の円滑な実施につきましては、日頃から御尽力賜り厚く御礼申し上げます。 

電子申請・届出システム（以下「本システム」という。）は、令和４年度から運用を開始

しており、その利用を原則化するための介護保険法施行規則の一部を改正する省令が令和５

年３月 31 日に公布され、各地方公共団体におかれましては経過措置が終了する令和８年３

月 31 日までに確実に利用を開始いただくよう準備を進めていただいているところと存じま

す。 

先般、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示

（令和６年３月 15 日厚生労働省告示第 86 号）において、厚生労働大臣が定める様式の改正

を行いましたが、猶予期間を設け、令和６年 9 月 30 日までは改正前の様式を改正後の様式

に代えて使用することができることとしておりました。 

今般、前述の改正された様式について、本日より本システムへの適用を開始します。 

また、介護事業所の利便性向上のために、法人情報変更時における一括申請機能を本シス

テムに追加しましたので、併せてご案内いたします。 

 

 

【添付資料】 

事業所向け：電子申請・届出システム 令和６年 10 月機能リリース内容のお知らせ 

自治体向け：電子申請・届出システム 令和６年 10 月機能リリース内容のお知らせ 
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